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平成２２年度における施設入所児童等への特別支援事業における 

    対象児童の貯蓄について 

 

 標記については、「平成２２年度における子ども手当の支給に関する法律の施行

に伴う児童福祉施設に入所する子ども等への特別の支援について」（平成２２年３

月３１日雇児発０３３１第１９号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の別紙

「平成２２年度における施設入所児童等への特別支援事業運営指針」第１０条の一

部改正により特別支援事業費を対象児童の貯蓄に充てることが可能となったところ

であるが、同条第４項に規定する対象児童の貯蓄の取扱い及び当該貯蓄の管理に関

し必要な事項を別紙「特別支援事業の貯蓄に係る管理運営指針」として定めたので、

事業実施者に周知徹底の上、格段のご指導を願いたい。 

 なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４に規

定する技術的な助言に当たるものである。 

【別紙４】



（別紙） 

特別支援事業の貯蓄に係る管理運営指針 

（趣旨） 

第１条 この指針は、「平成２２年度における施設入所児童等への特別支援事業運

営指針」（以下「運営指針」という。）第１０条第４項により特別支援事業費を

対象児童の貯蓄に充てる場合の取扱い及び当該貯蓄の管理に関し必要な事項を

定める。 

 

（貯蓄の取扱い） 

第２条 事業実施者は、運営指針第１０条第４項の規定により特別支援事業費を対

象児童の貯蓄に充てる場合には、銀行等において対象児童名義の預貯金の口座を

開設し、これに預け入れるものとする。 

 

（貯蓄の管理） 

第３条 事業実施者は、特別支援事業費の趣旨にかんがみ、前条の規定により対象

児童名義の預貯金の口座に預け入れた後も、当該預貯金（以下「児童の貯蓄金」

という。）を他の現金又は預貯金と区分し、児童の貯蓄金がその趣旨に従って用

いられるよう、適切に管理しなければならない。 

２ 事業実施者（里親を除く。）は、前項の規定による管理を行うため、児童福祉

施設等内における当該児童の貯蓄金に係る通帳の保管方法、金銭出納手続等必要

な事項を定めた管理規程を整備しなければならない。 

 

第４条 民法第８３０条第１項において、「無償で子に財産を与える第三者が、親

権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父

又は母の管理に属しないものとする」とされているところであり、事業実施者は、

第２条の規定による預入をするために特別支援事業費を児童に授与するに当た

っては、原則として、同項（同法第８６９条において準用する場合を含む。）の

規定による意思表示を行うものとする。 

２ 前項の場合においては、児童に授与する金額及び自己を管理者として指定する

旨を記載した書面を児童又は親権を行う父若しくは母（未成年後見人を含む。以

下同じ。）に交付するものとする。 



３ 事業実施者は、児童が施設を退所（里親等の委託解除を含む。）する等の場合

においては、前項の規定による管理者を当該事業実施者が引き続き担うか、又は

自己を管理者としている管理者の指定を解除し、親権を行う父若しくは母に管理

させ、若しくは他の適当と認める者を新たに管理者として指定するものとする。

ただし、当該児童に係る措置が他の措置に変更される場合には、自己を管理者と

している管理者の指定を解除し、変更後の措置により当該児童の委託を受ける者

又は当該児童が入所する施設の長を新たに管理者として指定するものとする。 

４ 事業実施者が前項により新たに管理者を指定する場合には、原則として、事業

実施者は児童の貯蓄金の残額及び新たな管理者を指定する旨を記載した書面を

児童又は親権を行う父若しくは母に交付するものとする。 

 

（報告） 

第５条 事業実施者は、第２条の規定による預入をした場合には、運営指針第１１

条に定める実績報告書に、その事実を明らかにすることができる書類として、預

金した通帳の写し及び預金額がわかる資料を添付しなければならない。 

 

第６条 事業実施者は、平成２３年３月３１日以前に施設を退所（里親等の委託解

除を含む。）した児童で、特別支援事業費を当該児童の貯蓄に充てる必要がある

場合には、当該児童が指定する預貯金口座（当該児童名義のものに限る。）への

振込をもって、第２条の規定による預入に代えることができる。この場合におい

て、前条に規定する事実を明らかにすることができる書類は、その振込の事実を

明らかにする書類とする。 

 

（事業実施者への指導） 

第７条 特別支援事業の実施主体（以下「実施主体」という。）は、第３条又は第

４条の規定により児童の貯蓄金の管理を行う事業実施者に対して、管理規程の整

備など必要な指導を行わなければならない。 

２ 実施主体は、特別支援事業終了後も引き続き児童の貯蓄金の管理を行う者に対

しては、児童福祉施設の指導監査、里親の訪問指導等の機会を通じて、児童の貯

蓄金の管理について必要な点検及び指導を実施するものとする。 




